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２
０
１
５
年
度
部
落
解
放
・
人
権
政
策

確
立
要
求
第
一
次
中
央
集
会
が
五
月
二
十

日
（
水
）
東
京
・
衆
議
院
第
一
議
員
会
館

大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
、
全
国
各
地
か
ら

約
三
〇
〇
人
が
参
加
。
鳥
取
県
か
ら
は
、

山
下
一
郎
琴
浦
町
長
、
竹
内
敏
朗
江
府
町

長
を
は
じ
め
境
港
市
、若
桜
町
、智
頭
町
、

北
栄
町
、
伯
耆
町
、
日
南
町
の
教
育
長
な ど

自
治
体
関
係
者
、
解
放
同
盟
の
関
係
者      

な
ど
二
十
二
人
が
参
加
し
た
。  

冒
頭
の
組
坂
繁
之
中
央
実
行
委
員
会
副

会
長
の
開
会
あ
い
さ
つ
で
は
、
今
年
は
敗

戦
か
ら
七
十
年
、
同
和
対
策
審
議
会
「
答

申
」
五
十
年
、「
部
落
地
名
総
鑑
」
事
件
発

覚
四
十
年
、
人
権
教
育
・
啓
発
推
進
法
制

定
十
五
年
の
節
目
の
年
で
あ
る
。し
か
し
、

人
権
問
題
は
時
代
と
と
も
に
形
を
変
え
、

そ
の
内
容
は
深
刻
化
し
て
い
る
。
政
府
は

昨
年
も
国
連
か
ら
厳
し
い
対
応
を
求
め
る

勧
告
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
国
会
で

の
人
権
問
題
に
対
す
る
対
応
は
極
め
て
不

十
分
で
あ
る
。
こ
の
後
の
国
会
議
員
要
請

行
動
で
人
権
侵
害
救
済
法
や
ヘ
イ
ト
ス
ピ

ー
チ
の
規
制
法
な
ど
そ
の
必
要
性
を
強
く

訴
え
よ
う
と
い
う
挨
拶
が
あ
っ
た
。  

ま
た
、
西
島
藤
彦
事
務
局
長
か
ら
は
、

超
党
派
議
連
で
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
法

案
が
検
討
さ
れ
も
う
間
も
な
く
国
会
に
提

出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
七

府
県
議
会
を
は
じ
め
一
〇
一
の
自
治
体
で

意
見
書
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。
国
連
勧
告

を
生
か
し
、
多
く
の
人
々
と
協
働
で
人
権

侵
害
救
済
制
度
の
政
治
責
任
、政
府
責
任
、

国
際
的
責
務
を
し
っ
か
り
訴
え
、
パ
リ
原

則
に
も
と
づ
く
人
権
委
員
会
の
設
置
な
ど

人
権
の
法
制
度
の
確
立
を
め
ざ
そ
う
と
い

う
基
調
提
案
が
あ
っ
た
。 集

会
後
は
、
法
務
省
、
農
林
水
産
省
、

文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
と
の
交
渉
が

行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
地
方
６
団
体
へ
の

要
請
行
動
、
衆
参
国
会
議
員
へ
の
要
請
行

動
（
鳥
取
県
実
行
委
員
会
は
県
内
選
出
国

会
議
員
、
秋
田
県
選
出
国
会
議
員
十
一
人

に
要
請
）
が
行
わ
れ
た
。 
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２
０
１
５
年
五
月
十
五
日
午
後
か
ら
、

部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取
県

実
行
委
員
会
第
三
十
一
回
総
会
と
学
習
会

が
倉
吉
未
来
中
心
で
開
催
さ
れ
、
県
内
各

地
か
ら
自
治
体
や
同
盟
関
係
者
約
二
〇
〇

人
の
参
加
者
が
あ
っ
た
。 

 

開
会
あ
い
さ
つ
で
石
田
耕
太
郎
会
長 

     

      
（
倉
吉
市
長
）
は
、
差
別
禁
止
法
や
人
権

侵
害
救
済
法
の
制
定
は
、
現
政
権
の
下
で

は
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
が
、
力
を

合
わ
せ
て
、
継
続
し
た
取
り
組
み
を
続
け

る
こ
と
を
参
加
者
に
訴
え
た
。 

総
会
で
は
、
昨
年
度
の
事
業
と
し
て
、 

二
度
開
催
さ
れ
た
中
央
行
動
に
は
鳥
取
県

実
行
委
員
会
か
ら
毎
回
二
〇
人
以
上
が
参

加
し
鳥
取
県
、
秋
田
県
選
出
国
会
議
員
へ

の
要
請
行
動
を
行
っ
て
い
る
と
と
も
に
、

春
の
中
央
行
動
で
は
、
法
務
省
と
の
交
渉

に
代
表
者
が
参
加
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
に
掲
載
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
同

和
地
区
の
地
図
が
グ
ー
グ
ル
ス
ト
リ
ー
ト

ビ
ュ
ー
や
電
話
帳
情
報
と
リ
ン
ク
さ
れ
る       

こ
と
に
よ
っ
て
、
身
元
調
べ
等
に
悪
用
さ

れ
る
危
険
性
が
益
々
高
ま
っ
て
い
る
現
状

を
強
く
訴
え
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。 学

習
会
の
取
り
組
み
で
は
、
ヘ
イ
ト
ス 

ピ
ー
チ
を
テ
ー
マ
に
京
都
朝
鮮
第
一
初
級 

学
校
差
別
街
宣
事
件
で
弁
護
団
事
務
局
長

を
務
め
ら
れ
た
冨
増
四
季
（
と
み
ま
す
し

き
）
弁
護
士
を
招
い
た
講
演
会
な
ど
、
昨

年
度
の
事
業
報
告
・
決
算
報
告
が
あ
り
了

承
さ
れ
た
。 

そ
し
て
、
今
も
な
お
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

や
戸
籍
謄
本
等
の
大
量
不
正
取
得
事
件
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

同
和
地
区
の
地
図
な
ど
確
信
的
差
別
行
為

が
発
生
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
差
別

禁
止
法
と
人
権
侵
害
救
済
法
制
定
に
向
け
、

差
別
事
件
の
現
状
と
課
題
を
広
く
県
民
に

訴
え
る
た
め
の
啓
発
活
動
の
強
化
な
ど
を

盛
り
込
ん
だ
新
年
度
事
業
計
画
・
予
算
が

承
認
さ
れ
、
今
後
も
継
続
し
た
活
動
に
取

り
組
む
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。 

総
会
後
の
学
習
会
で
は
、
２
０
０
３
年

か
ら
東
京
を
中
心
に
発
生
し
た
「
連
続
大

量
差
別
投
書
事
件
」
の
代
表
刑
事
告
訴
人

で
あ
る
浦
本
誉
至
史
さ
ん
を
講
師
に
迎
え

講
演
会
を
行
っ
た
。
浦
本
さ
ん
か
ら
は
、

史
上
最
悪
と
言
え
る
差
別
投
書
事
件
の
内

容
と
と
も
に
、犯
人
が
裁
判
で
実
際
に「
被

害
者
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
相
手
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
絶
対
に
殺
そ
う
と
思

っ
た
」
な
ど
と
す
る
お
そ
る
べ
き
内
容
が

語
ら
れ
た
。
エ
リ
ー
ト
意
識
を
持
つ
犯
人

が
就
職
も
で
き
な
い
こ
と
で
強
い
ス
ト
レ

ス
を
感
じ
、
そ
の
解
消
の
た
め
に
投
書
と

い
う
行
為
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
行
為

を
現
行
の
法
律
で
は
止
め
る
こ
と
も
で
き

な
い
し
、
被
害
者
の
救
済
も
で
き
な
い
。

差
別
禁
止
法
や
人
権
侵
害
救
済
法
の
必
要

性
を
強
く
訴
え
ら
れ
た
。 
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グ
ー
グ
ル
マ
ッ
プ
を
悪
用
し
た
同
和
地

区
の
地
図
は
２
０
０
９
年
九
月
か
ら
公
開

さ
れ
、
様
々
な
行
政
機
関
や
運
動
体
な
ど

に
よ
っ
て
削
除
要
請
が
今
現
在
も
行
わ
れ

て
い
る
が
鳥
取
県
や
大
阪
府
、
滋
賀
な
ど

の
地
図
が
現
在
も
公
開
さ
れ
た
ま
ま
と
な

っ
て
い
る
。 

こ
の
地
図
に
よ
っ
て
、ネ
ッ
ト
上
に「
同

和
地
区
の
場
所
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
い

う
悪
意
を
持
っ
た
書
き
込
み
が
あ
れ
ば
瞬

時
に
地
図
の
ア
ド
レ
ス
が
貼
ら
れ
コ
ピ
ー

さ
れ
る
こ
と
で
地
図
情
報
が
拡
散
さ
れ
て

い
る
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
地
図
の
内
容

は
益
々
悪
質
化
し
、
カ
メ
ラ
で
撮
影
さ
れ

た
道
路
沿
い
の
風
景
画
像
が
閲
覧
で
き
る

グ
ー
グ
ル
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
の
サ
ー
ビ

ス
を
悪
用
し
、
同
和
地
区
の
地
図
と
グ
ー

グ
ル
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
が
同
時
に
閲
覧

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

地
図
に
特
定
さ
れ
た
建
物
や
家
屋
が
写

真
画
像
に
よ
っ
て
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
把
握

さ
れ
る
と
と
も
に
、
周
辺
の
住
宅
や
街
並

み
、
個
人
の
家
一
軒
一
軒
が
把
握
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ 

              

の
電
話
帳
情
報
を
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
し
電

話
帳
情
報
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

る
。 地

図
情
報
と
電
話
帳
情
報
、
写
真
画
像
情

報
が
一
緒
に
な
り
、
極
め
て
配
慮
を
要
す
る

同
和
地
区
の
情
報
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

に
丸
裸
で
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
、
差
別
に
悪

用
さ
れ
る
危
険
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
電
話
帳
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
多
く
の

人
々
の
個
人
情
報
も
同
時
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
、
身
元
調
べ
等
に
悪
用
さ
れ
る

危
険
性
が
益
々
大
き
く
な
っ
て
い
る
。  

東
京
、
大
阪
な
ど
各
地
で
「
韓
国
・
朝

鮮
人
を
殺
せ
」、「
在
日
は
出
て
い
け
」、「
エ

ッ
タ
出
て
こ
い
、
ど
エ
ッ
タ
」
な
ど
と
被

差
別
当
事
者
を
罵
倒
す
る
差
別
街
宣
、
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
（
憎
悪
表
現
・
差
別
扇
動
）

が
繰
り
返
さ
れ
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
国
内
に
は
、
差
別
を
禁
止
す
る

法
律
や
人
権
侵
害
の
被
害
者
を
救
済
す
る

法
律
が
な
い
中
で
こ
の
よ
う
な
問
題
が
放

置
さ
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。 こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
昨
年
十
二

月
九
日
、
京
都
朝
鮮
第
一
初
級
学
校
（
現
・

京
都
朝
鮮
初
級
学
校
）
を
運
営
す
る
京
都

朝
鮮
学
園
が
「
在
日
特
権
を
許
さ
な
い
市

民
の
会
」（
在
特
会
）を
相
手
に
名
誉
棄
損
、

損
害
賠
償
な
ど
を
求
め
た
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
訴
訟
の
上
告
審
で
、
最
高
裁
第
三
小
法

廷
は
在
特
会
側
の
上
告
を
棄
却
す
る
決
定

を
出
し
た
。 「

在
日
朝
鮮
人
を
排
除
し
、
日
本
人
や

他
の
外
国
人
と
平
等
の
立
場
で
人
権
を
享

有
す
る
こ
と
を
妨
害
し
た
人
種
差
別
で
、

社
会
的
偏
見
や
差
別
意
識
を
助
長
し
増
幅

さ
せ
る
悪
質
な
行
為
」
と
指
摘
し
、
街
頭

宣
伝
活
動
を
人
種
差
別
と
認
定
、
約
一
二

二
六
万
円
の
損
害
賠
償
と
学
校
か
ら
半
径

二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
の
街
宣
活
動
の
禁

止
な
ど
を
命
じ
た
１
審
、
２
審
判
決
が
確

定
し
た
。 ま

た
、
水
平
社
博
物
館
の
裁
判
で
も
在

特
会
は
、
慰
謝
料
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ

て
お
り
、
裁
判
で
は
学
校
に
通
う
子
ど
も

や
保
護
者
、
教
職
員
、
博
物
館
の
職
員
が

具
体
的
な
被
害
者
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
有
罪
が
確
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
在

特
会
は
今
現
在
も
学
校
か
ら
二
〇
〇
メ
ー

ト
ル
以
上
離
れ
た
京
都
の
繁
華
街
で
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
ヘ

イ
ト
ス
ピ
ー
チ
が
不
特
定
多
数
に
向
け
ら

れ
た
場
合
こ
の
よ
う
な
行
為
が
止
め
ら
れ

な
い
と
い
う
大
き
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。           
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戸
籍
謄
本
等
の
不
正
取
得
事
件
に
歯
止

め
を
か
け
る
た
め
、
全
国
で
導
入
が
進
め

ら
れ
て
い
る
本
人
通
知
制
度
は
、
現
在
五

四
〇
を
超
え
る
市
町
村
で
導
入
（
埼
玉
、

京
都
、
香
川
、
鳥
取
、
山
口
、
大
分
、
大

阪
の
７
府
県
で
は
全
市
町
村
）
さ
れ
て
い

る
。
不
正
取
得
を
行
っ
た
あ
る
グ
ル
ー
プ

は
「
本
人
通
知
制
度
を
導
入
し
て
い
る
市

町
村
か
ら
は
取
る
な
」
と
申
し
合
わ
せ
て

い
る
な
ど
、
身
元
調
査
・
犯
罪
の
防
止
に

効
果
を
上
げ
て
い
る
。 

各
地
で
登
録
者
拡
大
に
向
け
て
、
人
権

研
修
会
参
加
者
の
登
録
申
込
書
を
預
か
り

申
請
す
る
方
法
や
同
一
世
帯
で
あ
れ
ば
代

表
者
が
代
理
登
録
で
き
る
運
用
、
市
役
所 所

窓
口
で
の
チ
ラ
シ
配
付
と
説
明
、
回
覧

板
に
チ
ラ
シ
と
申
込
書
を
添
付
す
る
な
ど

の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
登
録
期
間
を
３
年
か
ら
５
年
に

延
長
、
本
人
が
取
り
消
す
ま
で
有
効
に
す

る
要
綱
の
改
正
な
ど
市
民
の
側
に
立
っ
た

制
度
の
改
正
、
そ
し
て
、
委
任
状
の
偽
造

に
よ
る
不
正
取
得
防
止
の
た
め
、
登
録
型

本
人
通
知
制
度
の
ほ
か
に
、
全
市
民
対
象

の
委
任
状
通
知
制
度
を
導
入
し
た
市
町
村

や
法
務
局
の
通
知
で
不
正
取
得
が
判
明
し 

た
場
合
の
本
人
告
知（
被
害
告
知
）制
度
、 

本
人
通
知
に
は
最
初
か
ら
八
士
業
の
名

前
・
事
務
所
を
記
載
す
る
な
ど
工
夫
し
た

取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

本
人
通
知
制
度
の
登
録
者
の
拡
大
を
進

め
る
た
め
に
市
民
の
側
に
た
っ
た
制
度
の

改
正
を
行
う
と
と
も
に
、「
戸
籍
法
」「
住

民
基
本
台
帳
法
」
の
改
正
を
視
野
に
入
れ

取
り
組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。   

社
会
問
題
化
し
て
い
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ

ー
チ
を
人
種
差
別
と
認
め
た
最
高
裁
決

定
を
う
け
て
、
国
に
よ
る
法
規
制
な
ど

を
求
め
る
意
見
書
の
採
択
が
鳥
取
県
を

は
じ
め
と
す
る
地
方
議
会
で
相
次
い
で

い
る
。
ま
た
、
国
連
の
自
由
権
規
約
委
員

会
と
人
種
差
別
撤
廃
員
会
か
ら
日
本
政
府

に
対
し
て
、
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
へ
の
厳
し

い
処
罰
を
含
め
た
対
策
を
求
め
る
勧
告
が 

出
さ
れ
て
い
る
。 

本
年
２
月
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で

も
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
安
倍

首
相
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
対
し
て

「
極
め
て
不
愉
快
、
不
快
で
残
念
。
発

言
は
日
本
を
お
と
し
め
る
こ
と
に
つ
な

が
る
」
と
発
言
。
そ
の
対
策
に
つ
い
て

は
、
「
現
行
法
の
適
用
の
ほ
か
、
啓
発

活
動
に
よ
り
差
別
の
解
消
に
つ
な
げ
て

い
く
こ
と
が
重
要
」
と
述
べ
た
。
新
規

の
立
法
措
置
に
つ
い
て
は
、
「
個
々
の

具
体
的
事
案
の
具
体
的
状
況
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
り
、
一
概
に
い
う
こ
と
は

困
難
だ
。
立
法
措
置
は
各
党
の
検
討
や

国
民
的
議
論
の
深
ま
り
を
踏
ま
え
て
考

え
た
い
」
と
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。 私

た
ち
の
常
識
を
覆
す
確
信
的
差
別
行

為
が
行
わ
れ
て
お
り
、
今
も
誰
か
の
人
権

が
脅
か
さ
れ
、
ま
た
、
本
人
が
知
ら
な
い

中
で
差
別
が
行
わ
れ
る
行
為
に
歯
止
め
を

か
け
る
た
め
に
、
悪
質
な
差
別
や
人
権
侵

害
を
禁
止
し
、
被
害
者
の
救
済
を
迅
速
・

円
滑
に
行
う
実
効
性
の
あ
る
法
制
度
の
早

急
な
確
立
を
国
に
強
く
求
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
現
状
で
は
、
差
別
禁
止

法
や
人
権
侵
害
救
済
法
制
定
に
向
け
状
況

は
厳
し
い
が
、
現
在
も
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
け
る
被
差
別

部
落
の
地
図
が
公
開
さ
れ
て
い
る
問
題
、

差
別
落
書
、
同
和
地
区
を
問
い
合
わ
せ
る

事
象
な
ど
重
大
な
差
別
や
人
権
侵
害
が
発

生
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
粘
り
強
く

法
制
定
に
向
け
運
動
を
継
続
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

２
０
１
５
年
度
部
落
解
放
・
人
権
政
策
確

立
要
求
第
２
次
中
央
集
会
（
東
京
） 日

時 
２
０
１
５
年
一
〇
月
下
旬
頃 

午
後
一
時
～
中
央
集
会 

午
後
二
時
三
〇
分
～ 

国
会
議
員
要
請
行
動
等 

 
部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取
県

実
行
委
員
会
２
０
１
５
年
度
学
習
会 日

時 
２
０
１
６
年
２
月
頃 

午
後
一
時
～
役
員
会 

午
後
一
時
四
〇
分
～
学
習
会 

会
場 
倉
吉
市
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